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【手続補正書】
【提出日】平成25年8月7日(2013.8.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼の硝子体液の中に物質を注射することによって前記眼の障害を治療するのに使用する
ためのシリンジであって、
　前記シリンジは、前記物質を収容する外筒と、前記外筒と流体連通する先端及び管腔を
有する針と、前記外筒内で前記針に向かう方に及び離れる方に移動可能なプランジャと、
前記シリンジに結合された注射ガイド又は注射支援装置とを有し、
　前記眼の視軸を中心とし、且つ前記視軸を含む想像水平面よりも約３０°上の前記眼の
側頭側の第１の点から前記想像水平面よりも約３０°上の前記眼の鼻側の第２の点に下方
で延びる円弧に沿って位置決めされる注射点で、前記針の前記先端が前記想像水平面より
も下に位置決めされるような前記眼内の深さに前記針を前記眼の中に挿入し、
　前記プランジャを前記針に向かう方に動かして、これにより前記物質を前記外筒から前
記管腔を通して前記硝子体液の中に強制的に入れる
ために使用される、前記シリンジ。
【請求項２】
　眼の硝子体液の中に物質を注射することによって前記眼の障害を治療するのに使用する
ためのシリンジであって、
　前記シリンジは、前記物質を収容する外筒と、前記外筒と流体連通する先端及び管腔を
有する針と、前記外筒内で前記針に向かう方に及び離れる方に移動可能なプランジャと、
前記シリンジに結合された注射ガイド又は注射支援装置とを有し、
　前記眼の視軸の下方に位置決めされる注射点で毛様体扁平部を通して前記針の前記先端
が前記視軸の下方に位置決めされるような深さに前記針を前記眼の中に挿入し、
　前記プランジャを前記針に向かう方に動かして、これにより前記物質を前記外筒から前
記管腔を通して前記硝子体液の中に強制的に入れる
ために使用される、前記シリンジ。
【請求項３】
　前記円弧が、前記眼の毛様体扁平部にわたる、請求項１に記載の使用のためのシリンジ
。
【請求項４】
　前記円弧が前記眼の角膜縁の約３ｍｍから約５ｍｍ後方に位置し、前記円弧が前記角膜
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縁と同心である、請求項１に記載の使用のためのシリンジ。
【請求項５】
　前記注射点が、実質的に前記想像面内の前記眼の側頭側に位置する第３の点と実質的に
前記想像面内の前記眼の鼻側に位置する第４の点との間の前記円弧上に位置決めされる、
請求項１に記載の使用のためのシリンジ。
【請求項６】
　前記注射点が、前記想像面よりも約３０°下の前記眼の側頭側に位置する第３の点と前
記想像面よりも約９０°下の前記眼の側頭側に位置する第４の点との間の前記円弧上に位
置決めされる、請求項１に記載の使用のためのシリンジ。
【請求項７】
　前記注射点で前記眼の表面の想像接線に対し約９０°から約４５°までの方向角に前記
針を方向付けることをさらに含む、請求項１又は２に記載の使用のためのシリンジ。
【請求項８】
　前記想像線が前記視軸と交差する、請求項７に記載の使用のためのシリンジ。
【請求項９】
　前記針が、前記針を挿入する前に前記方向角に方向付けられる、請求項７に記載の使用
のためのシリンジ。
【請求項１０】
　前記方向角が、前記想像接線に対し約９０°から約８５°までである、請求項７に記載
の使用のためのシリンジ。
【請求項１１】
　前記方向角が、前記想像接線に対し約８７°から約８５°までである、請求項７に記載
の使用のためのシリンジ。
【請求項１２】
　前記眼内の前記先端の前記深さが前記注射点で網膜から約１ｍｍから約１０ｍｍまでで
ある、請求項１又は２に記載の使用のためのシリンジ。
【請求項１３】
　前記使用は、前記眼内に位置決めされる想像円錐内で前記針を方向付けることをさらに
含み、前記円錐が前記注射点と一致する頂点を有する、請求項１又は２に記載の使用のた
めのシリンジ。
【請求項１４】
　前記円錐が、前記注射点で前記眼の表面と垂直に方向付けられる線から測定される約４
５度の円錐角を有する、請求項１３に記載の使用のためのシリンジ。
【請求項１５】
　前記物質が微粒子を含む、請求項１又は２に記載の使用のためのシリンジ。
【請求項１６】
　前記注射点が、前記眼の角膜縁の約３ｍｍから約４ｍｍ後方に位置する、請求項２に記
載の使用のためのシリンジ。
【請求項１７】
　前記注射点が、前記眼の視軸を中心とする円弧上に位置し、前記円弧が、前記視軸を含
む想像水平面よりも約３０°下の前記眼の側頭側に位置する第１の点から前記想像水平面
よりも約３０°下の前記眼の鼻側に位置する第２の点まで下方で延びる、請求項２に記載
の使用のためのシリンジ。
【請求項１８】
　前記注射点が、前記眼の視軸を中心とする円弧上に位置し、前記円弧が、前記視軸を含
む想像水平面よりも約３０°下の前記眼の側頭側に位置する第１の点から前記想像水平面
よりも約９０°下の前記眼の側頭側に位置する第２の点まで下方で延びる、請求項２に記
載の使用のためのシリンジ。
【請求項１９】
　前記注射点が、前記眼の視軸を中心とする円弧上に位置し、前記円弧が、前記視軸を含
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む想像水平面よりも約９０°下の前記眼の側頭側に位置する第１の点から前記想像水平面
よりも約３０°下の前記眼の鼻側に位置する第２の点まで上方で延びる、請求項２に記載
の使用のためのシリンジ。
【請求項２０】
　眼の硝子体液の中に物質を注射することによって前記眼の障害を治療する方法で使用す
るためのシリンジであって、
　前記シリンジは、前記物質を収容する外筒と、前記外筒と流体連通する先端及び管腔を
有する針と、前記外筒内の前記針に向かう方に及び離れる方に移動可能なプランジャとを
有し、前記方法は、
　前記眼の毛様体扁平部の表面上の注射点を特定するステップであって、前記注射点が、
前記眼の視軸を中心とし、且つ前記視軸を含む想像水平面よりも約３０°上の前記眼の側
頭側の第１の点から前記想像水平面よりも約３０°上の前記眼の鼻側の第２の点まで下方
で延びる円弧に沿って位置決めされ、前記注射点が前記眼の角膜縁の約３ｍｍから約５ｍ
ｍ後方に位置する、前記ステップと、
　前記注射点の想像接線に対し約９０°から約４５°までの方向角に前記針を方向付ける
ステップであって、前記想像線が前記視軸と交差する、前記ステップと、
　前記針の前記先端が前記想像水平面よりも下に位置決めされるような前記眼内の深さに
前記針を前記注射点を通して前記方向角で前記眼の中に挿入するステップであって、前記
眼内の前記先端の前記深さが前記注射点で網膜から約１ｍｍから約１０ｍｍまでである、
前記ステップと、
　前記プランジャを前記針に向かう方に動かして、これにより前記物質を前記外筒から前
記管腔を通して前記硝子体液の中に強制的に入れるステップと、
を有する、前記シリンジ。
【請求項２１】
　前記物質が微粒子を含む、請求項２０に記載のシリンジ。
【請求項２２】
　シリンジを用いて眼の硝子体液の中に微粒子を注射することによって前記眼の障害を治
療するのに使用するための微粒子であって、
　前記シリンジが、前記微粒子を収容する外筒と、前記外筒と流体連通する先端及び管腔
を有する針と、前記外筒内で前記針に向かう方に及び離れる方に移動可能なプランジャと
、前記シリンジに結合された注射ガイド又は注射支援装置とを有し、
前記治療が、
　前記眼の視軸を中心とし、且つ前記視軸を含む想像水平面よりも約３０°上の前記眼の
側頭側の第１の点から前記想像水平面よりも約３０°上の前記眼の鼻側の第２の点に下方
で延びる円弧に沿って位置決めされる注射点で、前記針の前記先端が前記想像水平面より
も下に位置決めされるような前記眼内の深さに前記針を前記眼の中に挿入するステップと
、
　前記プランジャを前記針に向かう方に動かして、これにより前記微粒子を前記外筒から
前記管腔を通して前記硝子体液の中に強制的に入れるステップと、
を有する、前記微粒子。
【請求項２３】
　眼の硝子体液の中に物質を注射することによって前記眼の障害を治療するための方法に
おいて使用するための、注射点を特定することによって、及びシリンジを用いて眼の硝子
体液の中に微粒子を注射することによって、前記眼の障害を治療するのに使用するための
微粒子であって、
　前記シリンジが、前記微粒子を収容する外筒と、前記外筒と流体連通する先端及び管腔
を有する針と、前記外筒内で前記針に向かう方に及び離れる方に移動可能なプランジャと
、を有し、
前記方法は、
　前記眼の毛様体扁平部の表面上の注射点を特定するステップであって、前記注射点が、
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前記眼の視軸を中心とし、且つ前記視軸を含む想像水平面よりも約３０°上の前記眼の側
頭側の第１の点から前記想像水平面よりも約３０°上の前記眼の鼻側の第２の点まで下方
で延びる円弧に沿って位置決めされ、前記注射点が前記眼の角膜縁の約３ｍｍから約５ｍ
ｍ後方に位置する、前記ステップと、
　前記注射点の想像接線に対し約９０°から約４５°までの方向角に前記針を方向付ける
ステップであって、前記想像線が前記視軸と交差する、前記ステップと、
　前記針の前記先端が前記想像水平面よりも下に位置決めされるような前記眼内の深さに
前記針を前記注射点を通して前記方向角で前記眼の中に挿入するステップであって、前記
眼内の前記先端の前記深さが前記注射点で網膜から約１ｍｍから約１０ｍｍまでである、
前記ステップと、
　前記プランジャを前記針に向かう方に動かして、これにより前記微粒子を前記外筒から
前記管腔を通して前記硝子体液の中に強制的に入れるステップと、
を有する、前記微粒子。
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